
令和３年度第３回大阪府環境審議会水質部会 

令和４年１月１９日（水） 

 

（午前９時３０分 開会） 

【事務局（田渕補佐）】  それでは、定刻になりましたので、ただいまから令和３年度第

３回大阪府環境審議会水質部会を開催させていただきます。 

 本日は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からオンラインでの開催とさせていた

だいております。皆様には御不便をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

本日の司会を務めさせていただきます環境管理室環境保全課の田渕でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、資料の御確認でございます。事前にメールでお配りしておりますとお

りでございます。まず、議事次第がございます。続きまして、資料１－１から１－７が水

質測定計画の関連資料でございます。続きまして、資料２－１、２－２、２－３が大阪湾

の環境保全・再生・創出に関する資料でございます。それ以降は参考資料ということでお

つけをしております。 

 なお、本日の部会でございますが、委員の皆様全て、５人の方に御出席いただいており

ますので、部会運営要領の規定に基づき成立をしておりますことを御報告させていただき

ます。また、本日、オブザーバーといたしまして、地方独立行政法人大阪府立環境農林水

産総合研究所から中嶋様に御参加をいただいております。 

 なお、本部会は、大阪府の情報公開条例の規定に基づきまして公開させていただいてお

ります。関係者、報道機関、傍聴者につきましては、十分な距離を確保できる部屋を御用

意して本部会の様子を放映しておりますので、御承知おきください。 

 本日はオンラインでの開催ということで、念のためお願いをさせていただきます。資料

の画面共有は行いませんので、事前にお送りした資料をお手元で御覧いただくようにお願

いをいたします。また、ネットワーク負荷を抑えるため、審議に入りましたらカメラをオ

フにしていただくようにお願いいたします。また、雑音や音響トラブルを避けるため、発

言される際を除いてマイクはミュートにしてください。 

 それでは、ただいまから議事にお入りいただきたいと存じます。岸本部会長、よろしく

お願いいたします。 

【岸本部会長】  岸本でございます。 

 

参考資料６ 



 それでは、第３回の大阪府環境審議会水質部会を始めさせていただきたいと思います。 

 今日はなかなか説明が多いようでございますので、迅速な審議に御協力のほどよろしく

お願いいたします。 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 まず、議事の１つ目、２０２２年度公共用水域及び地下水の水質測定計画についてとい

うことでございます。まず最初に、大阪府から諮問があるということでございますので、

よろしくお願いいたします。 

【事務局（小林室長）】  本件につきまして、部会運営要領の規定により、本部会の決議

が審議会の決議となります。本来であれば部会の場で私から諮問文を部会長にお渡しすべ

きところですが、オンラインでありますことから、こちらで読み上げさせていただき、委

員の皆様には配付しております資料１－１を御覧いただくことで代えさせていただきます。 

 「大阪府環境審議会会長、辰巳砂昌弘様。大阪府知事、吉村洋文。２０２２年度公共用

水域及び地下水の水質測定計画について（諮問）。水質汚濁防止法第１６条第１項の規定に

基づき、２０２２年度における公共用水域及び地下水の水質測定計画を別添案のとおり作

成するに当たり、同法第２１条第１項の規定に基づき、貴審議会に意見を求めます」。 

 よろしくお願いいたします。 

【岸本部会長】  ありがとうございます。承りました。 

 それでは、諮問いただきましたので審議に入っていきたいと思いますが、まず、事務局

のほうから資料の説明をお願いいたします。 

【事務局（佐々木総括）】  環境保全課の佐々木でございます。 

 それでは、資料１－２に沿いまして、環境基準の達成状況、過去の水質の推移等を御説

明いたします。 

 １ページから３ページに河川の状況について記載してございます。 

 １ページ、健康項目につきましては、令和２年度はふっ素（２地点）及びほう素（７地

点）で環境基準を達成できませんでしたが、自然由来（海水中のふっ素、ほう素）と考え

られます。ここ数年間の環境基準を達成しなかった健康項目は、自然由来と考えられるも

のでございます。 

 ２ページから３ページにかけまして、ＢＯＤの環境基準達成率及び主要河川におけるＢ

ＯＤ年平均値の経年変化を掲載しておりますが、ともに長期的に改善傾向にございます。

昨年度の第４回水質部会におきまして、１日の採水回数を４回から２回に変更するに当た



りまして、環境基準を達成しなかった地点につきましては丁寧に見ていくべきという御意

見をいただきました。令和２年度はまだ１日の採水回数は４回ですけれども、ＢＯＤの環

境基準を達成しなかった地点は３地点ございました。それらの地点の周辺における水質に

係る令和元年度及び２年度の申請届出の確認を実施しましたところ、河川水質の変動に影

響を及ぼす新たな発生源の立地等はございませんでした。 

 ３ページの下ですけれども、水生生物の保全に係る項目として、ノニルフェノールとＬ

ＡＳは１００％達成、全亜鉛につきましては横ばいの傾向でございます。 

 ４ページから６ページに、海域の状況について記載してございます。 

 海域の環境基準のうち、人の健康の保護に関する項目は全ての地点で環境基準を達成し

ていますが、生活環境の保全に関する項目のうちＣＯＤの達成率については横ばいの傾向

でございます。ＣＯＤ、りん及び窒素の濃度につきましては、長期的には緩やかな改善傾

向が見られてございます。 

 水生生物の保全に係る項目（全亜鉛、ノニルフェノール及びＬＡＳ）につきましては、

全測定地点で年平均値が環境基準値を満足しております。 

 ７ページから１１ページに、地下水質の状況について記載しております。 

 まず７ページですけれども、府域全体の地下水質の状況を把握する概況調査では、令和

２年度は１地点で環境基準の超過がございました。 

 ８ページに、その環境基準超過地点１地点を黒丸で示してございます。 

 ９ページに、地下水の汚染が懸念される地点で汚染井戸周辺地区調査を行った結果をお

示ししております。３地点で環境基準の超過が見られております。 

 １０ページからは、地下水の汚染が判明している地点での継続監視調査でございます。 

 こちらは１１ページにお示ししておりますけれども、９４地区で実施しまして、５割強

の５０地区で環境基準未達成という状況でございました。 

 以上で、簡単ですけれども、資料１－２の水質の現況についての説明を終わらせていた

だきます。 

 続きまして、資料１－３、公共用水域及び地下水の水質測定計画の案でございますけれ

ども、基本的な構成につきましては２０２１年度と変更はございません。２０２１年度計

画からの変更部分は網かけしてお示ししております。 

 １ページから３１ページが公共用水域の内容でございまして、変更内容につきましては

後ほど資料１－４で御説明いたします。 



 ３３ページ以降が地下水質の内容になります。こちらの変更につきましては、後ほど資

料１－５、６、７で御説明いたします。 

 ５１ページから、参考資料としまして、公共用水域常時監視の新たな効率化及び重点化

についての基本的考え方を掲載しております。この効率化及び重点化の基本的考え方に基

づきまして測定地点ごとに測定回数を細かく見直しておりますが、今回、これについても

一部改定を行います。 

 また、５５ページに、前回の水質部会で御審議、御承認いただきました、地下水質常時

監視の継続監視調査における自然由来汚染地点の終了判断についての基本的考え方を追加

しております。 

 続きまして、資料１－４で、計画案の２０２１年度からの変更点を御説明いたします。 

 公共用水域における主な変更点は、効率化及び重点化の基本的考え方に基づく測定回数

の変更以外に、２０２２年度は２つございます。 

 まず１つ目、環境基準の一部改正に伴う変更ですけれども、令和３年１０月７日付環境

省告示第６２号によりまして、水質汚濁に係る環境基準について一部を改正し、令和４年

４月１日から適用する旨、告示されました。 

 改正の概要につきましては、１つ目として、表１にございますが、人の健康の保護に関

する環境基準のうち、六価クロムの現行基準値である０.０５ミリグラム／リットル以下

を０.０２ミリグラム／リットル以下に強化しまして、それに伴い測定方法を変更するも

のでございます。 

 分析業者への問合せや９月の政令市会議における意見交換で０.０１ミリグラム／リッ

トルを定量可能であることを確認できましたので、資料１－３の２４ページに記載してい

ますとおり、報告下限値を０.０２ミリグラム／リットルから０.０１ミリグラム／リット

ルと変更いたしました。分析法についても変更点を反映してございます。 

 改正の概要の２つ目は、表２にございますが、生活環境の保全に関する環境基準の大腸

菌群数を大腸菌数に改正しまして、基準値、測定方法及び評価方法を定めております。 

 これまでの大腸菌群数より的確にふん便汚染を捉えることができる指標としまして、大

腸菌数に見直されたものでございます。したがいまして、測定回数等につきましては大腸

菌群数と置き換えた形としております。 

 この大腸菌数につきましては、河川のＡＡ類型と海域のＡ類型について、河川の表の備

考４、海域の表の備考１にございますように、利用目的の適応性によって２つの基準値が



定められております。河川のＡＡ類型、海域のＡ類型ともに、自然環境保全を利用目的と

している地点については２０ＣＦＵ／１００ミリリットル以下で、自然環境保全を利用目

的としていない地点はそれより緩い基準値となっております。これらについて、どちらの

基準値を適用するか判断が必要となっております。 

 大阪府の場合は、河川のＡＡ類型の地点については３地点ございますが、いずれもハイ

キングコースや公園などの自然を楽しむ場づくりが進んでいる地点として類型指定されて

おりますので、自然環境保全を利用目的としている地点としまして２０ＣＦＵ／１００ミ

リリットル以下を適用するものと考えております。 

 また、海域のＡ類型の地点につきましては、当初の国による類型指定の際の資料に自然

環境という記載がございますことから、自然環境保全を利用目的としている地点としまし

て、やはり２０ＣＦＵ／１００ミリリットル以下を適用するものと考えております。 

 これらの改正に関連する内容につきまして、２０２２年度公共用水域の水質測定計画に

反映させております。 

 主な変更点の２つ目は効率化及び重点化の基本的考え方の一部改定でございますが、１

つ目の環境基準の一部改正によりまして大腸菌群数が大腸菌数に改正されるのに伴いまし

て、効率化及び重点化の基本的考え方、５３ページですけれども、そちらの別表中の大腸

菌群数を大腸菌数に改めます。 

 また、資料１－３の５４ページのフロー図を御覧いただきますと、効率化の可否の判断

には５年間の測定データが必要としておりますけども、水生生物の保全に係る環境基準項

目であるノニルフェノール及びＬＡＳについては平成２４年以降に新たに環境基準に加え

られまして、測定の開始が平成２５年度以降でございましたので、平成２９年１月の効率

化及び重点化の基本的考え方の改定時には十分なデータがございませんでした。そのため、

効率化に当たりまして、通常は環境基準値以下かどうか検討するところ、環境基準値の５

分の１以下かどうかという厳しい条件としまして、通常より２年短い３年間のデータで判

断できるという特例を注釈の※の３で設けておりました。しかし、既に十分な測定データ

の蓄積ができましたので、この注釈を削除しまして、以後の注釈番号を繰り上げまして、

フロー図中の項目を分けていたものを全項目と記載してまとめてございます。 

 そのほかに、例年と同じく効率化及び重点化の基本的考え方に基づきまして、水質等の

測定について過去の検出状況等を確認しまして、各測定地点における測定回数を増加、継

続もしくは減少させております。また、一部政令市さんの考え方によりまして回数を増加



している地点もございます。 

 あと、水質測定における変更内容をまとめたものが３ページの表３になっております。 

 また、測定地点ごとの測定回数の変更内容を示したものが、４ページから６ページにか

けての表４でございます。 

 河川におきましては、３１地点において測定回数を減少、効率化を図りまして、９地点

において測定回数を増加、重点化を図ります。また、海域におきましては、１地点におい

て測定回数を減少しまして、４地点において測定回数を増加いたします。 

 次に、底質測定に関する変更内容を６ページの表５に示しております。 

 変更内容は、総水銀及びＰＣＢにつきまして、河川２地点において、効率化、重点化の

基本的考え方に記載されている計画規定回数に合わせてローリング化を行うものでござい

ます。 

 以上で、２０２２年度公共用水域の水質測定計画（案）及びその変更点の説明を終わり

ます。 

 続きまして、地下水の測定計画の内容について説明させていただきます。説明を代わら

せていただきます。 

【事務局（西川副主査）】  大阪府環境保全課の西川でございます。 

 私からは、地下水の水質測定計画の変更点について御説明をいたします。 

 それでは、資料１－５、２０２２年度地下水の水質測定計画（案）の主な変更点を御覧

ください。 

 １番の環境基準の一部改正に伴う変更につきましては、六価クロムの環境基準の改正に

伴う変更でして、こちらは公共用水域と同様の変更になります。基準値が０.０５ミリグラ

ム／リットルから０.０２ミリグラム／リットルに変更となるものです。 

 ２番の概況調査につきましてはローリング方式のみで、測定地点は６９地点から６５地

点に減少しまして、場所は２０２１年度から全て変更しております。測定地点数を変更し

た測定機関につきましては表２のとおりで、吹田市、寝屋川市になります。吹田市は、基

準超過等が見られなかったため年間の測定地点数を１０地点から５地点に減少させること

による地点数の変更で５地点減少になりまして、寝屋川市はローリングによる地点数の変

更で１地点の増加となっております。 

 ２ページ目に移りまして、３番、継続監視調査は、９９地区１１９地点の測定を予定し

ておりまして、２０２１年度の計画からは１地区増加をしております。なお、この９９地



区１１９地点には、２０２１年度末までの調査結果によりまして終了の要件を満たす可能

性のあります２地区２地点が含まれております。 

 表３は継続監視調査における測定項目ごとの変更内容の一覧でして、２０２１年度から

の増減を数でお示ししております。変更の理由は右端のとおり、新規追加、地点変更、調

査終了のほかにローリング調査の実施の有無によるものがございます。表中の括弧内の数

は内数になっておりまして、先ほど申し上げました２０２１年度末までの調査結果で終了

要件を満たす可能性のある地区数、地点数になっております。 

 続きまして、３ページ目、表４につきましては、地点ごとの変更の詳細の一覧になって

おりまして、上から順番に御説明をいたします。 

 新規地点につきましては３地点を予定しております。 

 次の地点変更は５地点ございまして、一番上、Ｔ－８－３、高槻市の地点は既存のＴ－

８－４へ地点を集約いたしますので、地点数としては１地点の減少となっております。残

りの４地点については増減ございません。 

 次の項目追加１１地点は全て高槻市の地点で、汚染の可能性があります１，１，２－ト

リクロロエタンを全地点に追加するものです。 

 ４ページ目に移りまして、終了は８地点ございます。上部の６地点は、前回９月２２日

の水質部会で御承認をいただきました自然由来による汚染地点の終了判断を踏まえて終了

とする地点になります。こちらについては後ほど資料１－６と１－７で詳細を御説明させ

ていただきます。その他の２地点につきましては、２０２０年度に通常の終了要件を満た

した地点です。 

 次の２０２１年度までの調査結果により終了とする可能性のある地点は２地点で、こち

らは現在終了調査を実施中です。 

 その次、新規のローリング調査による増減は１地点の増加で、自然由来で検出される項

目であることですとか過去５年間の濃度が安定していることから３年おきのローリング調

査へ移行する地点でして、２０２２年度は調査を実施しないため減少となっております。 

 最後の既存のローリング調査による増減は１０地点で、２０２２年度が調査実施年度と

なる地点と調査未実施となる地点がそれぞれ５地点ずつございますので、合計１０地点の

増減になります。 

 続きまして、自然由来の汚染による地下水常時監視の継続監視の終了についての御説明

をさせていただきますので、資料１－６を御覧ください。 



 前回９月２２日の水質部会で御承認をいただきました自然由来と終了の要件につきまし

て、水質測定計画の参考の５５ページに追加予定のフロー図に沿って確認をしましたとこ

ろ、現在継続監視中の６地点が要件を満たしておりまして、この６地点につきましては今

年度をもって継続監視を終了することとし、２０２２年度の地下水の水質測定計画からは

削除しております。 

 各地点の状況を整理してまとめた一覧が下表でして、届出情報等一部丸がついている地

点もございますが、対象物質の使用など特に問題となるような情報は確認されませんでし

た。 

 ２ページ目以降は、こちらの下表の内容を地点ごとにもう少し詳細にまとめているもの

でして、こちらも前回の水質部会で御承認をいただいておりますチェックシートを基に作

成しております。 

 表の最下部の欄に根拠資料の整理について触れさせていただいているんですけれども、

こちらにつきましては資料１－７、自然由来による地下水汚染の状況の資料を御覧くださ

い。 

 資料１－７につきましては、令和元年度の第１回大阪府土壌及び地下水の汚染等対策検

討審議会の配付資料に追加して今回作成したものになりまして、１ページ目の図は、これ

までの研究によって自然由来の地下水汚染の存在が確認されている地域についてお示しを

したものです。今回の追加部分は、文字に下線が入っていて点線が太い丸囲みになってい

るものです。先ほど申し上げました終了予定の６地点は全てこのいずれかの既存または追

加の丸囲みの中に地点が落ちるようになっております。 

 この図を作成するに当たって参考とした文献につきましては２ページ目以降にお示しし

ておりまして、こちらももともとの資料に追加をしており、下線部が今回追加した部分に

なります。 

 以上で、地下水の御説明を終わらせていただきます。 

【岸本部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、ただいまの事務局からの説明に対しまして、委員の皆様のほうから御意見、

御質問等いかがでしょうか。 

【益田委員】  益田です。 

【岸本部会長】  どうぞ、どうぞ。 

【益田委員】  御意見、御質問はないんですけど、１点お尋ねしたい、確認したいこと



があるんですが、資料１－４の説明を聞いていたときにちょっと追いつかなくなったんで

すが、２ページに、３番のところに海域の表がありますよね。さっきの説明を聞いていて、

これは海域のところ、ＡＡ類型が、河川と同じＡＡ類型で自然環境保全とかっておっしゃ

っていたように思ったんですけど、上の河川のほうの表と比べると、類型はＡで、利用目

的の適応性のところはＡなんだかＡＡなんだかちょっと違っていて、大腸菌数もＡＡだと

同じとかおっしゃっていたように思うんですけど、３００と書いてあるんですが、海域の

場合はこういうふうに数値が違ってくるものなんですか。 

【岸本部会長】  事務局、いかがでしょうか。 

【事務局（佐々木総括）】  海域はＡＡではなくてＡ類型のみです、大腸菌数が設定され

ているのは。 

【益田委員】  ということは、ＡＡとおっしゃっていたけど、あれは間違いなんですね。

Ａなんですね。 

【事務局（佐々木総括）】  ちょっと滑舌が悪かったのかと思いますが、Ａと言ったつも

りでございました。 

【益田委員】  納得しました。 

【岸本部会長】  ありがとうございます。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 私のほうから１つだけ。環境基準の達成率云々というところに大体いつも注目が行くん

ですけれども、今回、数値としては基本的に昨年度と同等の横ばい傾向だというふうに私

は理解をしているんですが、例えば地点とかその他で昨年と比べて何か変化があったとか

いうふうな特記事項的なものはございますでしょうか。 

【事務局（佐々木総括）】  特に特記事項といったことはないです。 

【岸本部会長】  分かりました。取りあえず従前どおりと言ったらちょっと語弊がある

かもしれませんが、代わり映えなく状況が推移しているという理解をさせていただいたら

よろしいですかね。 

【事務局（佐々木総括）】  はい、概ねそういう状況だと思います。 

【岸本部会長】  了解いたしました。 

 そのほか、委員の皆様からよろしいでしょうか。どうぞ、どうぞ、原田先生。 

【原田委員】  原田です。 

 私も特に今回の変更に関しては意見などはないんですけれども、新しい課題といいます



か、例えば今、国なんかでは基準が日本では定められていないと思うんですけども、いわ

ゆるネオニコチノイド系の農薬ですとかこういったものが水生生物あるいは水産資源に影

響を及ぼしているんじゃないかということが、たしか宍道湖だったかなと思うんですけど、

なんかの実証的な研究なんかでも明らかになっていたりするので、これは今すぐという話

ではないんですけれども、確かに国なんかでは今規制はないにしても海外では規制も始ま

ったりしているので、今後の検討課題として、どういう形で調査すべきなのか、あるいは

するのであればどういう方法がいいのかといったことをちょっと今後の検討課題として挙

げていただけたらなと。今回の別に答申なんかには具体的に入れるのは難しいと思うんで

すけれども。 

 といいますのが、ただ単に調査地点が調査が終了しましたとか調査地点を減らしました

だけだったら、何か手を抜いているんじゃないかとかそういうふうに受け止められる、関

心がおありの方がこんなような趣旨と違う受け止められ方をすることも十分にやっぱりコ

ミュニケーションとして生じ得ると思うんですね。そうじゃないんだよと。今クリアした

課題に関しては効率化を図っていく、その中で府としても、新しい課題がもしあるのであ

れば、そこにはちゃんと対応していくんですよということを伝えることもまた大事かなと

思いましたので、そういう検討もしますみたいなことがあればいいのかなと感じました。 

 以上です。 

【岸本部会長】  事務局のほう、いかがでしょうか。 

【事務局（佐々木総括）】  大阪府立環境農林水産総合研究所で大阪府内の河川水中にお

けるネオニコチノイド系農薬濃度の季節変動の把握及び生態リスク評価という研究をされ

ておりまして、水環境学会誌に２０１９年に掲載されております。 

 府としましては、国の動向を注視しつつ、それに応じて対応を考えていきたいと思って

おります。 

【岸本部会長】  ありがとうございます。 

 この水質部会で今やっている測定計画については法律にのっとったものですので、法律

上要求されている事項以外のことを個々に盛り込むというのはなかなか難しいというのは

そのとおりなので、多分そういった、要はグレーゾーンの部分については府の研究所がや

はり主体的に担っていただくということになると思います。府の研究所のほうと、今も意

思疎通を十分に取っておられると思いますが、十分意思疎通を取っていただいて、情報共

有、情報交換をしながら、そういったグレーゾーンの、今後もしかしたら問題になるかも



しれないというところについては研究ベースでまずは現況を把握していただいて、必要に

応じて府として政策に盛り込んでいくと、そういうふうな姿勢を示していただければ十分

ではないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【事務局（佐々木総括）】  ありがとうございます。 

【岸本部会長】  そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 これまでにこの部会で決めたルールにのっとって粛々と計画を進めているという形にな

っております。特段これまでのルールを逸脱するようなことが起こっているわけではござ

いませんので、達成率がまだ１００％になっていないというのは当然課題ではございます

けれども、引き続きモニタリングを実施しながら必要に応じて他部局と協働して施策を講

じていくという形で、大阪府下の水環境の改善に資するように進めていきたいと思います

ので、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、次の議事の２つ目、今後の大阪湾における環境の保全・再生・創出のあり方

についてということで、事務局のほうから説明をよろしくお願いいたします。 

【事務局（池田（俊）総括）】  環境保全課の池田でございます。 

 そうしましたら、資料２－１を御覧いただきたいと思いますけれども、第９次水質総量

削減及び瀬戸内海環境保全特別措置法改正に係る国の動き等につきまして、この資料を用

いて説明させていただきたいと思います。 

 まず１番目に、第９次の水質総量削減につきまして、１－１では、総量規制基準の設定

方法に関しましては１０月５日に告示されておりまして、大阪湾につきましては、従前か

らお伝えさせていただきましたとおり、第８次総量から変更がなかったということでござ

います。 

 １－２でございますけれども、総量削減基本方針のところで、（１）削減目標量につきま

して御説明させていただきます。 

 国が定める総量削減基本方針につきましては、年内に策定予定とお聴きしておりました

けれども、少しスケジュールが遅れているようでして、近日中にも策定予定と聞いており

ます。 

 本日は、国から提供いただいています暫定版を参考１－２に添付させていただいてござ

います。その要点をこの資料に反映させていただいております。 

 ２段落目のところを御覧いただきたいんですけれども、令和６年度を目標年度とする第



９次総量削減におけます大阪湾と大阪府の削減目標につきましては、表１に示すとおりと

なる見込みでございます。 

 中環審の第９次総量のあり方答申におきましては、「対策に当たっては、ＣＯＤ、窒素及

びりんのいずれもさらなる汚濁負荷量の削減のための規制の強化は行わず、これまでの取

組を維持することが妥当である」との指摘を踏まえまして、ＣＯＤ、窒素、りんの削減量

につきましては小さく見込まれているところでございます。 

 （２）に参りますけども、汚濁負荷量の削減の方途ということで、基本方針の暫定版に

おきましては、汚濁負荷量の削減の方途につきましては、「大阪湾においては、湾全体とし

ては現在の水質を維持するための取組を継続しながら、湾奥部における赤潮や貧酸素水塊

など、問題が発生している特定の海域において、局所ごとの課題に対応することを目途と

して」とされているところでございます。 

 また、推進することとされている施策につきましては、次のページの四角囲いの中にお

示しをしておりまして、２ページ目になりますけども、第８次の基本方針から、四角囲い

の中で主に下線部のところが変更されているところでございます。 

 例えば（１）の生活排水につきましては、これまでの取組の継続が前提の内容になって

ございますけども、「なお」からのところ、「なお、水質の季節変動や湾奥部における栄養

塩類の偏在等海域の状況に留意し、必要な場合は、局所対策としてのさらなる汚濁負荷削

減対策を講ずること」というところが追加されております。 

 また、（４）のところでは、瀬戸内海法見直しの関連で新たに追加されておりまして、「地

域における海域利用の実情を踏まえ、必要に応じ、順応的かつ機動的な栄養塩類の管理等、

特定の海域ごと、季節ごとのきめ細やかな水質管理を行うこと」と追加されております。 

 （３）でございますけれども、その他汚濁負荷量の総量の削減及び水環境の改善に関し

必要な事項でございまして、こちらも四角囲いの中に抜粋させていただいております。同

様に主な変更点は下線でお示しをしておりますけれども、まず初めのところは考え方につ

きまして整理をされておりまして、その中で、「次に掲げる各種対策から実現可能な取組を

検討して、関係者の連携の下に複層的に実施することにより、総合的な水環境の改善を図

る」こととしております。 

 （１）の藻場・干潟の保全・再生・創出に関しましては、目標とか実施計画の検討など

が追加されておりまして、その際、ＯＥＣＭのような国際的な潮流も意識して、価値観を

共有して取り組むことが望ましいとされております。 



 （２）のところは、栄養塩類の偏在でありますとか、貧酸素水塊の発生の抑制でありま

すとか、湾奥部等における流況改善対策といった内容が追加されてございます。 

 ３ページに参りますけれども、（５）のところは、８次でも記載がございましたけれども、

藻類の養殖、貝類の養殖等の推進のところに加えまして、漁場改善計画の遵守でございま

すとか漁場清掃等の保全活動等の内容が追加されてございます。 

 １－３に参りますけれども、今後の予定ですけれども、近日中に総量削減基本方針が策

定される見通しと聴いてございます。大阪府におけます総量削減計画の策定につきまして

は、予定どおり秋頃というところで予定しております。 

 １－４に参ります。発生源別の削減目標量等の検討というところでございます。 

 （１）でございますけれども、令和元年度におけます発生源別の汚濁負荷量を円グラフ

にまとめさせていただいておりまして、順番にＣＯＤ、窒素、りんということで、図１－

１から１－３に円グラフでまとめてございます。 

 ページ３から、すいません、ページ４が改行の関係で空白になっていますけど、ページ

５までわたっておりまして、これを御覧いただきますと、生活系が占める割合がＣＯＤで

は約８割、窒素、りんにつきましては約６割と高い状況となっております。 

 ６ページを御覧いただきたいと思います。 

 ６ページでございますけども、表２を御覧いただきたいんですけれども、平成２６年度

と令和元年度の汚濁負荷量を比較しております。第８次の総量削減計画におきましては、

引き続き重点的に対策を進める必要があるとされておりました生活排水につきましては、

ＣＯＤで見ますと下水処理場の生活系が日量で２.５トン、雑排水も日量で２トン減少い

たしましたが、令和元年度におきましても雑排水の汚濁負荷が占める割合が１４％と高い

状態でございます。第９次総量削減のあり方についての答申も踏まえまして、今後ともこ

れまでの生活排水対策の取組を維持する必要があると考えております。 

 下の段に参りまして、（２）でございます。発生源別の削減目標量の試算を示しておりま

す。 

 国の総量削減基本方針の策定手続が進められるのと並行いたしまして、大阪府におきま

しても、先ほど１－４（１）でお示しした発生源別汚濁負荷量とその推移に加えまして、

第９次総量のあり方答申を踏まえまして、令和６年度におけます発生源別削減目標量の試

算を行いました。 

 試算に当たりましては、将来人口を既存の人口推計資料を基に算定いたしました上で、



下水処理人口の伸びなど生活排水対策の進展を考慮いたしまして、次のページの表３にお

示しします令和６年度における人口フレームを設定いたしまして、下水処理場分を除いた

産業排水でございますとかその他によります汚濁負荷につきましてはヒアリング結果等を

踏まえて、一部を除きまして現況の令和元年度と同じとしております。 

 試算の結果につきましては、７ページの中段、表４にお示ししております。 

 削減目標量の達成のためには、今、暫定版として示されていますけども、総量削減基本

方針に基づきまして、生活排水対策や事業場からの汚濁負荷の削減指導等のこれまでの取

組を継続して進める必要があると考えておるところでございます。 

 続きまして、８ページを御覧いただきたいと思います。 

 ２番としまして、瀬戸内海環境保全基本計画の変更につきましては、変更案が既に１１

月１８日から１か月間、パブリックコメントが実施されました。こちらの案につきまして

は、参考資料１－３にお示ししております。今後、中央環境審議会の答申を得た後、計画

の変更が閣議決定される見通しと聴いております。こちらにつきましては、こちらも年内

にというような話も聴いておりましたけれども、少しスケジュールが遅れているようでご

ざいまして、こちらも今後閣議決定される予定というふうに聞いているところでございま

す。 

 今回お示ししましたのはパブコメ案の段階の資料でございますけれども、基本計画に定

めます目標につきましては、現行からの主な変更点、追加点につきましてまとめさせてい

ただいております。 

 目標につきましては４つ示されておりまして、この内容につきましては、これまでの令

和２年３月の答申でありますとか、その後の意見具申、改正瀬戸内海法などを踏まえまし

て現計画から項目の統合、組替えなどがなされておりまして、新たな項目として、海洋プ

ラスチックごみを含む漂流・漂着・海底ごみへの対応でございますとか、４番目の気候変

動への対応が追加されておるというところでございます。 

 下の段のアンケート結果（おおさかＱネット）についてというところを御説明させてい

ただきたいと思います。 

 この調査につきましては、府民の大阪湾や大阪の河川に持つイメージや大阪湾の利用状

況、大阪湾の環境保全等に関するニーズ等につきまして、今後の検討の参考にするために

実施させていただきました。 

 ９ページを御覧いただきますと、調査結果の概要をまとめさせていただいております。 



 四角囲いしている部分を順番に御紹介いたしますと、１つ目でございますけれども、結

論としましては、これまで以上に大阪湾を訪れてみたいと感じるために高めることが必要

だと思う項目につきまして、回答としては、水がきれいという回答が最も多くなってござ

いました。 

 ２つ目ですけれども、大阪湾への愛着につきましては、大阪湾に来訪経験のある人のほ

うが大阪湾に愛着がある傾向のあることが分かります。 

 ３つ目の項目でございますけれども、海洋プラ問題について多くのことを知っている層

のほうが、３Ｒ行動を実践している傾向にあるということが分かりました。 

 １０ページに来ていますけれども、最後４つ目ですけれども、こちらも、海洋プラ問題

について多くのことを知っている層のほうがごみ拾い経験をしたことがある割合が高いと

いったことが分かりました。 

 この資料の説明については以上でございます。 

【岸本部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、まずここで一旦切らせていただきまして、先ほど事務局から御説明のありま

した国等における動きにつきまして、委員の皆様のほうから御質問等はいかがでしょうか。

よろしいでしょうか。 

 中央環境審議会からの答申がこの部会までに出るだろうという見立てで部会の時期設定

をしておったんですが、ちょっと遅れているということで、今後、この辺の審議をまた別

途部会を開いて追加でやる必要が出てくるかなとは思いますけれども、まずは今このよう

な状況で動いているということです。まだ素案段階ではございますけれども、出されてい

る方向性はこの部会でも常々議論をしていますような内容に沿った形になっておりますの

で、最終案が出ましたら、それに基づきまして大阪府としてそれに対しての対応策をまた

立案していくという形になろうかと思いますが、特に今、御説明いただいた資料の部分に

つきまして御意見等はよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、引き続きまして、②番、関係者ヒアリングということで、本日は大阪府の都

市整備部下水道室のほうから資料の説明をいただけるということでございますので、よろ

しくお願いいたします。 

【大阪府都市整備部下水道室（岩本氏）】  大阪府都市整備部下水道室計画グループ、岩

本です。聞こえていますでしょうか。 



【岸本部会長】  はい、聞こえてございます。 

【大阪府都市整備部下水道室（岩本氏）】  大丈夫ですか。それでは説明させていただき

ます。 

 このたび、水質部会で下水道室から説明させていただく機会を与えていただきましてあ

りがとうございます。 

 現在、近畿地方整備局と関係府県が、次期大阪湾流域別下水道整備総合計画という下水

道計画の最上位計画になるんですが、それの見直し、検討を進めているところでして、次

期計画の将来処理水質のあり方について検討しているところです。 

 これまでの削減一辺倒の時代から大阪湾を取り巻く状況が変わってきておりまして、豊

かな海やカーボンニュートラル、また、人口減少社会の到来など、新たな視点も考慮した

将来処理水質のあり方を議論しているところです。 

 今回は、水質総量削減規制についても削減一辺倒の規制基準から少し変えるべきではな

いかという今後の議論のきっかけになればと思い、資料を作成しました。 

 それでは説明させていただきます。 

 資料２ページ目です。 

 まず、大阪府の下水道普及率ですが、全国平均が７９.７％に対して大阪府は９６.７％

であり、概成している状況でして、先ほどの資料２－１に示されていたとおり、陸域から

の汚濁負荷量の約７割を下水道が占めている状況です。 

 次、３ページ目です。 

 続いて、大阪湾の環境基準の達成状況です。後ほどの資料２－３にも記載されておりま

すが、窒素、りんについては全水域で達成されている状況です。 

 次、４ページ目です。 

 一方、ＣＯＤについては、Ｃ類型については全水域で達成している状況です。Ｂ類型で

は半数以上の地点で達成、Ａ類型では全地点で未達成の状況です。 

 よく湾奥部の水質や底質ＤＯの改善について議論されていますが、環境基準の達成状況

としては、湾奥部では達成しておりまして、達成していないのは湾中央部となっておりま

す。また、その超過を見ても、大きくは超過していないというのが現状です。 

 次、５ページ目です。 

 こちら、ＣＯＤや窒素、りんのこれまでの推移を示したのがこのグラフです。下水道の

整備等により窒素やりんについては緩やかな減少傾向が確認されますが、一方、ＣＯＤに



ついては、昭和６０年代に突き抜けて高い数値がありますが、それを除くと、この３０年

間で下水道整備が大きく進んだにもかかわらず、ＣＯＤにはあまり変化が見られない状況

です。 

 次、６ページ目です。 

 これはＣＯＤの内部生産の寄与率の推移を示したグラフで、第９次の総量削減規制のあ

り方に示されているものです。Ｃ類型、いわゆる湾奥部では横ばいで、Ａ類型、いわゆる

湾中央部では減少傾向であることが分かります。 

 現在の流総計画では、栄養塩類によるＣＯＤの内部生産に着目しまして、環境基準が未

達成のＣＯＤを改善するために窒素、りんの削減、言い換えると高度処理を進めるという

ことになっていますが、内部生産の寄与率の低下、このグラフのとおり低下していること

や、窒素、りんの環境基準の達成状況や減少傾向といった低下にもかかわらずＣＯＤに変

化が見られないということを踏まえれば、やはりこの考え方を見直す必要があるかなとい

うことを考えているところです。 

 次、７ページ目です。 

 ７ページ目に大阪湾における負荷量の割合を示しておりまして、第８次の委員会の資料

のグラフを抜粋しています。こちらは陸域負荷と内部生産、バックグラウンドの割合を示

したグラフですが、昭和５６年から５８年頃と平成２２年から平成２４年頃を比較してお

りますが、大阪湾はほかの水域とは異なりまして陸域負荷の割合が減少しておりまして、

バックグラウンドの割合が増加しているということが分かります。冒頭で陸域の汚濁の７

割が下水道由来ですとお伝えしましたが、湾における負荷量の割合を見ると、陸域からの

負荷そのものが大きく減少しているような状況です。 

 次、８ページ目です。 

 また最近は、新たな課題として底層ＤＯが話題に上がっています。Ｃ類型の湾奥部のほ

うでは底層ＤＯが２ミリグラム／リットルを下回っていますが、Ｃ類型はＣＯＤも窒素も

りんも環境基準を達成している状況です。 

 グラフの１９９４年頃から２０１６年までの間、冒頭２ページ目のとおり、下水道の整

備により大きく公共用水域へ流れる汚濁負荷量は減少しましたが、湾奥部のＤＯに関して

は１９９４年以降、ほぼ横ばいとなっており、陸域からの汚濁負荷量の削減イコールＤＯ

の改善という構図を再考する必要があると思います。 

 また、第９次水質総量削減のあり方を読むと、貧酸素水塊の発生を抑制するため、湾奥



部等における流況改善対策やしゅんせつや覆砂等の底質改善対策について推進していく必

要があるというふうにされております。 

 次、９ページ目です。 

 先ほど少し説明しました第９次水質総量削減のあり方では、このようなことが記載され

ています。窒素、りんの環境基準の達成率は全ての指定水域において高い水準。ＣＯＤの

環境基準の達成率は規制導入時の期待を下回っている。栄養塩類濃度が低いことによる生

態系への影響の懸念。あと、４つ目として、ＣＯＤ濃度における内部生産の寄与率が低く

なっている。 

 先ほどの資料２－１で、下のほうに現状の対策を継続するというところが紹介されてい

ましたが、第９次のあり方では、その記述の前に「さらなる削減は最小限に止める」との

記述もございます。 

 ここで取組の維持とさらなる削減は最小限に止めることは、今後、人口が変わらない、

もしくは増加、言い換えますと水量が変わらない、もしくは増加する場合は取組を維持す

ること、イコールさらなる削減は最小限に止めることが成立しますが、今後人口が減少す

る、水量が減少する場合は、現状の取組を維持すれば、さらなる削減は不要と言いながら、

汚濁負荷量はさらに削減されることになります。 

 つまり言い換えますと、先ほどの資料２－１では、令和６年度の人口が減少しまして、

令和元年度のＣＯＤや窒素、りんの汚濁負荷量がそれぞれ４４トン、りんが最後２.７トン

ですかね、示されていましたが、以上の考え方に基づくと、令和元年度の汚濁負荷量を固

定したまま、人口減少分、言い換えると水量減少分の程度に応じて水質を緩和する必要が

あるとも考えられます。 

 次、１０ページ目です。 

 大阪湾の現状のまとめということで、これまで説明させていただいた内容をまとめてい

ます。 

 下水道整備等による生活排水対策により、窒素、りんは環境基準を達成。ＣＯＤはＣ類

型、いわゆる湾奥は達成している状況で、達成していないのはＡ類型とＢ類型の湾中央部

です。ＣＯＤの環境基準の達成状況の変化がなく、下水道等の整備による生活排水対策と

の関係があまり見られない。ＣＯＤ濃度における内部生産の寄与率が低くなってきている。

あと、ＣＯＤ濃度における陸域負荷の割合というのも減少している。あと、ＤＯ、貧酸素

水塊等の課題については、しゅんせつや覆砂等の対策が有効とされている。最後、陸域か



らの汚濁負荷量のさらなる削減は必要最小限に止めることが適切というふうな記述が、第

９次水質総量削減のあり方に記載されております。 

 次、１１ページ目です。１１ページ目からは、次期流総計画の将来計画諸元の検討状況

について説明させていただきます。 

 まず、人口ですが、大阪府の人口については２０１０年をピークに減少期に突入しまし

て、２０１５年には８８４万人と約３万人減少しています。将来人口推計によると、２０

４５年には７４８万人程度となり、２０１５年からの３０年間で１３６万人の急激な減少

が見込まれています。また、参考にこれまでの流総計画の計画人口の推移を右の上のほう

にグラフ化しておりますが、流総計画を見直すたびに計画人口が減少しているということ

が分かります。 

 次、１２ページ目です。１２ページ目は、１人１日当たり生活汚水量についてまとめて

います。 

 大阪広域水道企業団の水需要予測では、節水機器の普及や節水行動により、生活系原単

位は将来的には２０１リッターまで、将来飽和値としてはここまで減少する見込みだと公

表されています。次期流総計画の目標年次が令和３０年度ですので、時系列傾向分析をす

ると２２５リッターぐらいまで減少するような見込みです。 

 また参考に、右上のほうに流総計画の生活系原単位の推移、これまでのやつをまとめて

いますが、これまで人口と同じように、流総計画を見直すたびに原単位というのは減少し

ているということが分かります。 

 次、１３ページ目です。１３ページ目ですが、晴天日の流入水量実績と流総計画の計画

水量をまとめています。 

 実際の大阪府内の下水処理場の晴天日の流入水量実績を整理したところ、既に減少が始

まっているということが分かります。 

 また参考に、これまでの流総計画の計画水量の推移をまとめていますが、これまでも流

総計画を見直すたびに計画水量は減少しておりまして、次期計画では現計画から約３０％

減少する見込みとなっております。 

 次、１４ページ目です。１４ページ目に、将来の処理水質と処理水量の関係のイメージ

図、あくまでイメージを示しております。 

 環境基準を満足する許容負荷量を赤い線で、処理水質を緑色の線で、処理水量を水色の

線で示していますが、環境基準を達成し、陸域からの汚濁負荷量の維持を考慮した処理水



質は、将来的に水量が減少する場合は現況よりも緩和されることになります。 

 次の１５ページ目です。１５ページ目は、処理水質と総量削減計画の規制値の関係をイ

メージ化したものです。 

 水量減少に伴い、段階的に将来処理水質を緩和していくことというのも考えられますが、

現状のＣ値は環境省が示す範囲の下限値を採用していますので、このままではいつかはＣ

値の制約によって必要以上の汚濁負荷量の削減がなされる可能性があります。 

 また、Ｃ値の範囲も現行制度ではその施設を設置した時期、例えば窒素は平成１４年よ

り前か後かによって区分されておりますので、特に最近設置した施設の処理水質がＣ値の

制約を受ける可能性が高いです。また、総量削減規制は５年ごとに見直しをされておりま

して、期間が短いので水量の減少量というのがあまり大きく見えないので処理水質を現状

維持される傾向にあると思いますが、このままだといつまでたってもＣ値は変わらないで、

陸域からの汚濁負荷量を削減し続けることになります。 

 １６ページ目に、参考に下水処理水質とエネルギーの関係性を示したイメージ図になり

ます。 

 一般的には処理水質とエネルギー消費量はトレードオフの関係です。過度な規制が続く

とエネルギーの使い過ぎのおそれもあります。 

 昨年末に国交省で開催されました下水道政策研究委員会「脱炭素社会への貢献のあり方

検討小委員会」というものがありまして、その中でも２０５０年のカーボンニュートラル

に向けて水環境の実態に合わせた水質規制の議論が必要ですねとされておりまして、委員

からは、地球温暖化の防止の観点からは、高度な処理水質ではなくてエネルギー消費を抑

えて処理するというふうな考え方も重要という意見が紹介されていました。 

 最後、１７ページ目にまとめです。 

 最後、人口減少社会における目標水質のあり方についてということで、大阪湾の現状に

ついては先ほど示したとおりですので説明は省略しますが、次期流総計画では、人口減少

社会における汚濁負荷量の自然現象や省エネルギーやカーボンニュートラルなどといった

新たな観点を考慮して、高度な処理レベルの維持が真に必要かなどを検討しているような

状況です。実効性を持たせるためには、規制基準（Ｃ値）も同様に検討する必要があると

考えています。 

 今回は、水質総量削減規制についても削減一辺倒の規制基準から少し変えるべきではな

いかという今後の議論のきっかけになればと考え、流総計画の検討状況と併せて説明させ



ていただきました。 

 説明は以上です。御清聴ありがとうございました。 

【岸本部会長】  御説明ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、委員の皆様のほうから御意見、御質問等はい

かがでしょうか。 

 益田委員、よろしくお願いします。 

【益田委員】  益田です。どうも御説明ありがとうございました。 

 大変ロジカルで、よく理解ができたんですけれども、ちょっと教えていただきたいんで

すけど、７ページ目の図ですね。先ほど来おっしゃっていた大阪湾の場合というのは、陸

域からのＣＯＤが減っていて、窒素とりんも減っていて、そのことが海域での内部生産を

減らしているというふうに理解をしたんですけれども、実際にそれがほかの例えば東京湾

とか伊勢湾よりも進んでいる状況なのかなというふうにちょっと理解したんですが、それ

で合っているのかどうかということと、ここでいうバックグラウンド値というのは主とし

て何によって影響を受けているというか、どういうものがバックグラウンド値を上げたり

下げたりしているのかということをちょっと教えていただきたいなと思います。 

【大阪府都市整備部下水道室（林氏）】  御質問ありがとうございます。大阪府下水道室

の林でございます。 

 １つ目の質問なんですけども、申し訳ございません、結論から言いますと、東京湾、伊

勢湾等の違いに関して大阪湾がどうなのかというの、申し訳ございません、ちょっと私ど

もの知見ではうまく答えられません。 

 ただ、グラフにございますとおり、大阪湾の向こう側には当然瀬戸内海がございまして、

瀬戸内海のほうもやはり大きく陸域からの負荷はかなり少ない状況かなと思いますので、

そういったところも１つ違いがあるのかなと。あくまで推測でございます。 

 もう１つ、バックグラウンドのほうの話なんですけども、こちらのほうは当方の理解と

しましては、境界の外から、紀伊水道の外からとかいった辺りからの汚濁負荷量の値を示

しているものだと理解しておりまして、その外からの汚濁負荷量が非常に多いので、陸域

をどれだけいじってもという見方を我々としてはちょっとしているというところでござい

ます。ちょっと理解が不十分かもしれません。私どもの理解ということで御容赦ください。 

【益田委員】  それってストレートに言うと結構太平洋側から汚いものが来ているとい

うことで、何か外海のほうがきれいなような気がしますけど、そういうものでもないんで



すね。 

【大阪府都市整備部下水道室（林氏）】  申し訳ないです。そこら辺がちょっとよく分か

らないんですが、現状の改善された状況、大阪湾がきれいになった状況を見る限り、その

負荷量の割合はこうだということが総量削減計画のあり方等に示されているという紹介で

した。 

【益田委員】  ありがとうございます。 

 それと、もう１つ質問があるんですけど、続けてよろしいですか。 

【岸本部会長】  どうぞ。 

【益田委員】  次のスライド、８ページのスライドなんですけど、Ｃ類型って湾奥部で

あまり底層ＤＯがよろしくないというのは、今までにも随分データを見せていただいて納

得はしているんですが、実際に底層ＤＯが低くなるというのは、底質というか、下に堆積

してしまったらそれ自身はあまり水質に影響を与えないように思うんですけれども、実際

に底層といった場合にどれぐらいの深度、海底面からどれぐらいの深度までこういうＤＯ

が大きく消費されるような生物活動が起こっているのかということと、底質が影響すると

すると多分巻き上げとかそういうことなのかなと思うんですけど、ひょっとして、やっぱ

り底層の海流の流れというのが一番ＤＯを下げる、生物活動に影響するのかなという気は

するんですけど、実際どれぐらいの深度までそういう影響が見られるものなんですか。 

【大阪府都市整備部下水道室（林氏）】  ありがとうございます。 

 それにつきましても、ちょっと私どもはデータを見る側となって、細かい情報を私の知

見としては持ち得ていない状況でございます。申し訳ございません。 

 ただ、今回これをお示しさせていただいたのは、先ほどの説明の中に触れさせていただ

いたとおり、ＤＯが変わっていないという状況と、陸域からの汚濁負荷量をさらに削減す

る、あるいは削減を維持するといった対策が、目的と対策が合っているかというような観

点で考えますと、下水処理の高度化あるいは下水道の普及ということに関しましては１９

９０年から大きく進んだと我々は認識しています。一方で、ＤＯの改善状況というのは何

ら変わっていないと、ほぼ横ばいであるということを考えると、ＤＯを改善するという目

的のために陸域の負荷をどうにかするということが目的と手段で一致しているかというと

ころの投げかけでございました。 

 十分な答えになっていなくて申し訳ございません。私のほうからしゃべれるのは以上で

ございます。 



【益田委員】  ありがとうございます。 

【岸本部会長】  事務局のほうで、もしよろしければ、海域のほうの底層ＤＯの鉛直分

布とかその辺の情報をお持ちだったら、ちょっと補足いただけるといいのかなと思ったん

ですが、いかがでしょうか。 

【事務局（池田（俊）総括）】  すいません、事務局でございます。 

 鉛直分布の関係につきまして、実はこの次の資料でその辺りの資料も入ってございます

ので、もしよろしければそのときに改めて御説明させていただければと思います。 

【岸本部会長】  ありがとうございます。 

 多分、恐らく底層の１メーター、２メートル付近、流れが少ないところだと２メートル

ぐらいまで底層ＤＯの低下が起こる水深域ができますし、流れが強いところだと多分数十

センチ以下の範囲でで底層ＤＯの濃度変化が起こるというふうに思います。琵琶湖なんか

でも大体そんなものです。薄いところだと２０センチぐらい、厚いところだと２メートル

ぐらいＤＯが低下しているような水域が出てきている。それは大体流れに依存していて、

流れのないところではＤＯの低下域が広がってくるという、そういうようなパターンに基

本的にはなっている感じですね。多分、大阪湾でも同じような感じだと思います。 

 それでは、原田先生ですかね、よろしくお願いします。 

【原田委員】  原田です。御説明ありがとうございました。 

 今の御質問と関係するんですけども、大阪湾における負荷量の割合の７ページのグラフ

で、重ねての質問になるんですが、昭和５６年から５８年にかけて、まずバックグラウン

ドが占める割合が比較的少なくて、陸域負荷、内部生産、特に陸域負荷が非常に大きかっ

た。それが、バックグラウンドが占める割合が最近、平成２２年から２４年では非常に大

きくなっていますよというお話だったんですけれども、これは割合じゃなくて量として見

たときには、バックグラウンドは変わらないけれども陸域からの負荷が減ったから相対的

にバックグラウンドが増えたのか、それともバックグラウンドもやっぱり増えているのか、

その辺りはまずどちらかなというのを教えていただきたいんですが。 

【大阪府都市整備部下水道室（林氏）】  御質問ありがとうございます。 

 その点についてもちょっと十分な知見を持ち得ていなくて、読む側としての解釈の話に

なって申し訳ないんですけども、恐らく今、委員がお示しのような理解でいいのかなと我々

は認識しております。 

 つまり陸域からの負荷は統計によって集計されますが、バックグラウンドからというの



は我々が知る限りどうやって集計するのかよく分からないという意味でいくと、現状の水

質に対して割り戻していくと、じゃあ、こういう割合ですねという求め方がされたのでは

ないかなという、私どもの予測としてはそういう状況でございます。 

 間違っていたら申し訳ございません。我々の認識ということで御容赦ください。 

【原田委員】  ありがとうございます。瀬戸内海全体がそれほど大きく変化していない

ということを考えたら、恐らく陸域からの流入の負荷が減ったから、見かけ上といいます

か、相対的にというか、バックグラウンドが増えたのかなという気がちょっとしたので質

問させていただきました。 

 それで、もう１点なんですけれども、今、大阪もまだ合流式の下水道が残っているとい

うか、運用されているエリアも少なくないと思うんですけども、たしか運用の改善計画な

んかも各市さんなんかで、大阪市さんなんかでされていたと思うんですけども、とはいえ、

やっぱり最近なんか特にゲリラ雨とか多いですので、合流式の下水道がいっときにばっと

いろんな汚濁物質なんかが流れ込むという、そういう機会が増えているんじゃないかなと

いう気がするんですね。 

 合流式の下水道自体はもちろん改善はしていただいているんだけど、以前に比べて短時

間の集中的な降雨が増えるとやっぱり処理し切れない分というのがあるんじゃないかなと

思うんですけども、それをなぜお話ししたかというと、従来の汚濁物質のお話だけじゃな

くて、実は今、海外でも、私が専門にしているプラスチックごみの問題でも、やはり合流

式下水道の問題点、実は分流式でも捕捉し切れないものはもちろんあるんですけど、特に

合流式の下水道の場合は町なかのポイ捨てされているごみなんかも一気に下水を通じて海

に流れ出してしまうという問題点が指摘されていて、そういう観点も新しい課題として今

後ぜひ研究というか、していただけたらなと思って、ちょっとこれは情報提供までお話し

させていただきました。ありがとうございます。 

【大阪府都市整備部下水道室（林氏）】  ありがとうございました。 

 合流式下水道に関しましては、我々も順次施設の更新等に合わせて対応を進めていると

ころでございます。 

 まだ対応途上ではございますけども、少しだけ情報として我々が思っているところをお

示しさせていただこうと思いますと、合流式下水道の大半が雨天時に雨水ポンプ場から排

出される未処理下水をいかにキャッチするかというようなことになっております。すなわ

ち、雨水のポンプ場というのは法律上、事業場の対象外ということになっております。今



後議論されると聞いておりますが、規制基準値の対象外になっている。そこの対策を進め

るということと基準値をどうにかするということは、少し対象物が違うのかなというふう

な認識をしております。その辺も含めて、今後改めてまた環境さんのほうと協議、検討さ

せていただければと思っておるところでございます。 

 ありがとうございました。 

【原田委員】  ありがとうございます。 

【岸本部会長】  それでは、惣田委員、よろしくお願いします。 

【惣田委員】  委員の惣田です。御説明ありがとうございました。 

 １４ページ、１５ページの図を確認させていただきたいです。縦軸にある水質、単位が

ミリグラム／リットルの緑の線です。横軸が時間、水色の線が処理水量なので、既に現在

から水量が減っていくのですが、緑の線は、数値が高くなるので水質は悪化していくこと

になるんですか。赤い線を満たすためには、このくらいまで許容できるということですか。

【大阪府都市整備部下水道室（林氏）】  御質問ありがとうございます。 

 今、御推測のとおりでいいかと思います。特に第９次総量削減におきましては、陸域か

らの規制、排出負荷量のさらなる削減は最小限にとどめるというような記載がございます

ので、すなわち今の環境中への排出される汚濁負荷量を横軸、横真っすぐだとすれば、水

量減少に合わせて水質を緩和するという掛け算で、この横真っすぐが維持されるだろうと

いうような考えをイメージ図として示させていただいたものです。 

【惣田委員】  なるほど。ありがとうございます。 

 もう１点。下水処理場が建設されて大分経つので、更新時期を迎えているところもあり

ます。晴天時の水量も減っていますし、生活様式も変わって水量が減っているので、下水

処理場の再編成はどのようにお考えですか。汚水量が減っているので、下水処理場の数を

維持したら、処理できる時間が延びるので水質は良くなるようにも思えるので、下水処理

場を減らすとか、そういう計画は大阪府ではどのように考えていますか。 

【大阪府都市整備部下水道室（林氏）】  ありがとうございます。 

 まず、大阪府の下水道の特徴なんですけども、かなり中大規模の処理場ばかりで構成さ

れているという特徴がございます。他府県のいわゆる市街地と山間部が集まったような地

形で構成されているところは汚水処理施設が点在するところがございますが、大阪府は平

野がすごく広く広がっておりますので、かなり広域的に下水処理を既に実施しているとい

う状況にございます。そういう意味で、汚水量の減少はこの先、生じるとは思うんですけ



ども、他の処理場、特に中大規模の処理場を取り込んでというところまでは減り切らない

のかなというような予測をしてございます。 

 そういう状況でございますので、現在としましては、他の処理場、特に小規模なところ

はともかくなんですが、大規模なところを大きく取り込んでというところまでは計画とし

てはございません。むしろ、その水量減少によって生じた余裕でもって必要な改築・更新

をやっていく。改築・更新時には水処理を一定止める必要がございますので、止めるため

の余裕ができるというような、少し改築・更新からするとポジティブな捉え方をしている

というような状況でございます。 

 大きくは水量減少に応じてスケールダウンしてコスト縮減を図っていく、併せて、生じ

た余裕でもって改築・更新をつつがなく進めるというイメージでございます。 

【惣田委員】  既に大規模、中規模な処理場が中心で、エネルギー効率も良いですよね。

スケールメリットが働いているので。 

【大阪府都市整備部下水道室（林氏）】  はい、大規模なところは比較的よいという認識

でございます。 

【惣田委員】  ありがとうございます。 

【岸本部会長】  ありがとうございます。 

 そのほか、委員の皆様からいかがでしょうか。島田委員、どうぞ。 

【島田委員】  委員の島田です。御説明ありがとうございます。 

 言葉の確認なのですが、下水処理水質というのは下水処理場から出る出口の排水の水質

という意味ですよね。 

【大阪府都市整備部下水道室（林氏）】  はい、そのとおりでございます。 

【島田委員】  本日説明していただいた、下水道の高度な処理をするためにエネルギー

をたくさん消費しているという現状、大阪湾では汚濁負荷量を少なくして全てきれいにす

ることが良いとは限らないという現状のもとで、人口減少社会における目標水質のあり方

を再検討するべきだ、という議論の流れは理解しました。今後、この議論をされるときに

１つ注意していただきたいのは、発生源の側から見た排水の水質と、大阪湾などの海水や

河川など環境中の水質は、１対１対応していたらいいのですが、実際は、大阪湾の場合で

したら大阪湾の水質は、湾に流れ込む様々な排出源からの負荷によって構成されていて、

下水道による負荷の割合が大きいとはいえ大阪湾の水質と排出負荷との間の関係というの

は簡単ではなくて、かなり複雑であるということです。 



 昔の公害の時代では、下水道をまず整備することが第一の命題ということで、どんどん

お金をかけて整備をやってきて大阪湾の水質改善に多いに貢献することになりましたが、

実際には排出源からの負荷と、湾の水質の関係は、下水処理場の処理排水の水質に比例し

ているかというと、それは簡単には言えないのです。 

 下水整備の方の観点から議論すると、排出水の水質のみに注目されてしまいますが、今

後、議論される際には、排出側と、環境を監視している側の間の方たちと情報交換されて、

両方の視点から慎重に議論を進めていただけたらと思います。 

 省エネの観点で今後の高度処理のあり方を議論されるのはもっともだと思うのですけれ

ども、様々な排出源からの負荷が湾に流れて合流し、海水の流れや気象の変化、今後は気

候変動の影響もあって、いろんなファクターが絡まり合って、大阪湾の水質が決定されま

すので、あまり単純な構図で議論していくと、ちょっと言い方は悪いですけど乱暴な気が

しますので、丁寧に議論していただきたいです。一方で、確かに、環境中の水質を監視し

ている側だと、排出源としての下水道を取り巻く現状を考慮せずに水質の改善を目指して

いるところがありますので、やはり、双方の視点で議論を今後はしていくべきだと思いま

す。今後、現時点で入手できる知見や情報を仕入れていただいて議論をお願いしたいと思

います。 

 示されている１４ページのグラフだけ見たら処理水質のあり方はご説明のとおりのよう

に聞こえるんですけど、あくまで処理水質というのは出した側の出口のところの水質でも

ありますので、今後関係する部局の方々とも一緒に議論していっていただいて、最適な落

としどころを模索されて今後の将来を見据えた計画をしていただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

【大阪府都市整備部下水道室（林氏）】  ありがとうございました。 

 大阪湾のほうの水質のあり方を決めるのは、説明の中で申し上げましたとおり、近畿地

方整備局、関係府県と合同で実施しておりまして、その中で大阪湾をモデル化したシミュ

レーションモデルで検証する予定でございます。 

 その結果はまだ現在お示しする状況になっていないんですけども、当然、下水の処理水

質以外に下水を経由しない汚濁物質、例えばノンポイントとかも含めた話を全部総合して、

大阪湾の水質はこの基準を守るべきだ、守るのであればこういう水質が求められますよね

という、そこの辺はきちっと丁寧にしていく予定でございます。委員の御意見を踏まえな



がら、我々としても知見を集めて丁寧に議論していきたいと思います。ありがとうござい

ました。 

【島田委員】  よろしくお願いいたします。 

【岸本部会長】  ありがとうございます。 

 そのほか、委員の皆様からいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 原田委員、どうぞ。 

【原田委員】  すいません、手を挙げるのが遅くなって。 

 海域の汚濁物質、海域への流入というときに、果たして下水だけを考えていたらいいの

かとかというと、もちろんそういうわけではないと思うんですが、最近私が気になるのが、

小さな水路であったりとかいろんなところがとにかくコンクリート張りになっていくと。

これは大阪府だけの話ではもちろんないんですけれども、そうすると、例えば農地からの、

例えば田んぼの水なんかが流れていくときも、自然の浄化能力が失われるわけですね。水

の地下への漏えいとかというのは防げるという効果はあるけど、明らかにいわゆる富栄養

化した水が川にそのまま流れていくように、私の近所なんかでも圃場整備とかなんかやる

と本当にそうなるんですよね。 

 そういう下水だけで頑張れる部分と、そうじゃない、もっと総合的な対策部分があると

思うので、そういったことをみんなで一緒にやりましょうよ的な何かメッセージといいま

すか、これは本当に原因が多岐にわたると思いますので、そういう問題提起というような

ことが今後必要なのかなというのをちょっと今のお話を伺っていて感じました。 

 以上です。 

【大阪府都市整備部下水道室（林氏）】  ありがとうございます。そういった観点も視野

に入れながら、多数の関係者とまた意見交換したいと思います。ありがとうございました。 

【岸本部会長】  ありがとうございます。 

 そのほか、よろしいでしょうか。 

 考え方は私はよくよく理解できているつもりです。 

 一方で、第９次の水質総量削減のあり方の部分で、例えばさらなる削減を必要最小限に

止めましょうということなんですが、これは必要最小限に止めるということで、削減をし

なくていいと言っていないんですよね。ということもあって、結局のところ、要は適切な

許容流入負荷量、排出負荷量がどの程度なのかというのが、残念ながら現時点では我々、

十分コンセンサスを得られていないんですよ。 



 それがある以上、なかなか手綱を緩めにくいという事情もあって、意図はすごくよく分

かるし、私は個人的には非常に共感する部分も多いんですが、今後、やっぱりその辺りの

情報をうまく共有しながら、大阪湾にとって許容できる負荷量が幾らか、そこらが決まっ

てくると、それに対して、じゃ、そのバックグラウンドでこれぐらいの負荷があったりす

るから、下水道部局だとここら辺の値を目標値にしてコントロールしましょうという話に

なっていくと思うので、なかなか一足飛びに「はい、すぐにこうしましょう」とは言いに

くいんだけれども、この部会の中でもいろいろと情報を集めながら、その辺りの将来的な

目標を形づくっていきたいと思いますので、ぜひそういった情報を常々から共有させてい

ただきながら、これからのそういった下水道であれば下水道部局の方向性というものにも

コミットメントしていきたいと思っておりますので、ぜひ今後ともこのような機会を踏ま

えながら情報共有をさせていただきたいなというふうに考えております。よろしくお願い

いたします。 

【大阪府都市整備部下水道室（林氏）】  どうぞよろしくお願いします。 

【岸本部会長】  委員の皆様から特にほかになければ、時間もちょっと押してきており

ますので、この質疑につきましては以上としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、議題の（２）の③各論点の検討につきまして、事務局のほうから説明をお願

いいたします。 

【事務局（池田（俊）総括）】  それでは、資料２－３を用いまして、各論点の検討とい

うことで、３つの論点につきまして御説明させていただきます。 

 １ページ目から参ります。 

 まず、論点１でございますけれども、「湾奥部の水質改善」の検討でございます。 

 １－１は、これまでにお示しした内容の要点を改めて記載させておりますので割愛させ

ていただきます。 

 ２ページ目でございますけれども、１－２といたしまして、こちらはこれまでにお示し

した内容も含まれておりますけれども、論点を御議論いただくに当たって関連する資料を

まとめてございます。本日は、お時間も限られてございますので、今回追加した内容等に

御説明のほうを限らせていただきます。 

 少しページ数が飛びますけれども、１１ページを御覧いただきたいと思います。 

 こちらですけれども、令和３年度の貧酸素水塊の発生状況でございます。こちらを御覧



いただきますと、今年度の発生状況を平面分布ということで、次のページにわたりまして

お示しをしておりますけれども、６月から１０月にかけまして断続的に貧酸素水塊の発生

の状況が御覧いただけるかと思います。特に例えば、８月２日、４日のところでございま

すとか、そういったところでは湾南部の辺りにも水域が拡大している状況が御覧いただけ

るかと思います。 

 続きまして、１２ページの中段辺りからなんですけれども、同時期の常時監視地点での

底層ＤＯの値を表にまとめてございます。 

 こちらを御覧いただきますと、黄色の下線のところが無生物域を解消する水域の環境基

準とされます２ミリグラム／リットルを下回っている状況ということで、こちらを御覧い

ただきますと、ＡからＣの全ての類型の、どちらかというと沿岸寄りの地点におきまして

そういった貧酸素状態が確認されているとところでございます。 

 次のページに参ります。 

 ③ということで、底層ＤＯと生物の生息状況でございます。右の赤丸で囲っております

３つの調査地点の結果を表１－３におまとめしております。 

 結果を表で御覧いただきますと、夏におきまして２ミリグラム／リットルを下回ってい

る地点がございまして、それに伴いまして、生物の種類数でございますとか個体数が減少

しているといったような現象が顕著に見られてございます。底層が貧酸素状態となります

と、生物が移動したり、または死滅した可能性がございます。 

 次に、１５ページを御覧いただきたいと思います。 

 赤潮についてということで、１つ目は赤潮の発生状況でございます。 

 赤潮発生件数の経年変化は以前にもお示ししておりまして、現状でも赤潮は一定発生し

ておりまして、今年も１０月末現在で１５件発生している状況です。 

 昨年の発生状況を平面的に見ましたのが右側の図でございまして、広域的に発生してい

る状況が、湾奥部だけではないというところが見ていただけると思います。 

 続きまして、次の１６ページでございますけれども、赤潮による漁業被害ということで

統計資料から引用させていただいておりますけれども、平成３０年から令和２年のデータ

をピックアップさせていただいておりまして、表１－５でございます。 

 これによりますと、湾南部でございますとか淡路島の沿岸におきまして、赤潮の発生に

よりまして漁業被害が発生しているといったところが御覧いただけるかと思います。特に

昨年の９月から１０月には１か月間、長期間発生していたりとか、最後の項目ですけども、



冬場１２月にも兵庫県神戸市の地先で赤潮による漁業被害が発生しているといった状況が

御覧いただけるかと思います。 

 次に、１９ページを御覧いただきたいと思います。 

 １９ページ、（８）ということで、気候変動の影響ということでお示しをしております。

ここでは下の段の②の気候変動が大阪湾の水質に与える影響を御覧いただきたいと思いま

す。 

 気候変動の影響につきましては、以前、次のページにございます図１－１４－１から３

にお示ししているとおり、大阪湾の水質は経年的に、いずれの水域も上昇傾向でございま

す。その結果、成層化する期間の長期化等によりまして、底層ＤＯが低下する期間の増大

等が懸念されるところでございます。 

 あと、２１ページを御覧いただきたいんですけれども、その下の段の図１－１６、先ほ

ど、鉛直分布の話が後でございますとお伝えしたところでございますけども、こちら、グ

ラフとしてお示ししておりまして、右側の赤丸をしています湾奥部の地点１８と書かれて

いる地点の水質の鉛直分布、こちらは令和２年８月３日の例でございますけれども、こち

らを御覧いただきますと、表層から水深４メートル程度の間に急激な水温の低下が見られ

ると。あと、塩分の上昇が見られると。それに伴いましてＤＯが低下していっているとい

うところでございまして、最終的には底層ＤＯはゼロになっているといったような状況が

御覧いただけるかと思います。 

 続きまして、２４ページでございます。 

 こちらは、淀川河口域の干潟再生の取組等につきましてまとめてございます。 

 淀川河口域では淀川河川事務所が河口干潟の再生試験を令和元年度から実施しておりま

して、この周辺につきましては環境農林水産総合研究所が底質等の調査を行ってございま

す。こちら、図１－２０にその調査の結果をお示ししております。 

 これによりますと、阪神高速の湾岸線の橋梁付近のところですけれども、左上の泥分率

に関しましては、泥分率が低くて、砂地の底質であって、水深についても周囲に比べて浅

い水域が存在しており、その水域につきましては、下に底層酸素飽和度の分布が記載され

ているかと思いますけど、底層ＤＯの濃度が比較的高い傾向にあることが確認されました。 

 続きまして、次の２５ページでございます。 

 「豊かな大阪湾」環境改善モデル事業の実施状況について御紹介させていただきたいと

思います。 



 環境改善モデル設備等の試験的な設置、運用に係ります民間事業者への補助事業を令和

元年度と今年度に実施しているところでございます。 

 令和元年度の事業につきましては２つございまして、イ）の①のところが１つ目でござ

いますけれども、浜寺水路に写真でお示ししているブロック、基質を設置しておりまして、

その効果につきまして、次の２６ページにおまとめしてございます。 

 上段のところでございますけれども、施設設置後５か月の調査のときには既にアオサと

かアオノリなどの有用海藻が着生していたりということが見られたりとか、直近では、１

年９か月後の調査では、クロダイでありますとか、幼稚魚が存在していたりとか、巻き貝

などの付着なども確認されて、効果が出てきているというところでございます。 

 続けて、下の段の②番でございますけれども、こちらは泉大津旧港に貝殻を利用した構

造物を設置しております。こちらも効果が出てきておりまして、次のページに、２７ペー

ジにかかりますけれども、１年９か月後の調査では、こちらも魚類ですとか、あと、ナマ

コ類とかアサリ稚貝などの出現も確認されているところでございます。 

 今年度につきましては、その下に事業として掲載しておりまして、表でいいますと２つ

目のところが水質改善に係るところでございますが、藻場の造成の実証ということで、こ

ちらは次のページまでわたりますけれども、南港野鳥園の護岸に施設を既に設置済みでご

ざいます。今後、こちらのモニタリングをしていくといった予定になってございます。 

 続きまして、３２ページを御覧ください。 

 こちらは論点に係る基本的な考え方をおまとめしております。２つお示ししております。 

 １つ目でございますけれども、湾奥部における水質改善の取組については、底層ＤＯの

改善を目指して推進するとしております。こちらにつきましては、湾奥部において夏季の

底層ＤＯの低下が生物の生息に影響を与えていること、また、大阪湾での環境基準の類型

指定が今後予定されていること等を踏まえております。 

 ２つ目でございますけれども、汚濁負荷量の削減のための取組を維持しつつ、局所的な

対策を効果的に組み合わせて推進するとしております。こちらは、総量削減基本方針の暫

定版に示されている内容でございますとか、前回の部会の御議論を踏まえた形としており

ます。 

 ３番でございますけれども、取組の検討に当たって留意すべき事項を整理させていただ

いております。 

 １つ目が底層ＤＯの改善についてでございまして、底層ＤＯを改善させるためには酸素



の供給と酸素の消費の両面から考える必要があるとしております。また、２項目としまし

て、大阪湾の地形的な特性等によりまして、湾奥部において夏季の成層化等を防いでいく

のはなかなか困難と考えておりますことから、まずは貧酸素状態となる期間を短縮したり

とか、面積の削減などを目途とした対策でございますとか、魚等の避難場所の確保などの

影響緩和策を検討してはどうかとしております。 

 ②の総量規制につきましては、第９次の総量規制のＣ値については基本方針の暫定版が

示されておりまして、それを踏まえて検討する必要があるとしております。次のページの

２項目でございますけれども、国の答申におきまして、今後の制度の見直し等、考え方の

整理・検討の必要性についても一方で示されておりますことから、府としても第９次総量

削減の取組と並行しまして、第１０次の取組に向けた課題等について整理・検討してはど

うかとしております。 

 ③でございます。局所的な対策として、項目がたくさんございますが、その主なものを

御紹介いたしますと、１つ目でございますが、湾奥部は淀川等を通じて流入する栄養塩が

滞留しやすい状況であることを踏まえる必要があるということと、あと、３つ目でござい

ますけれども、後で御議論いただきます論点３の取組が水質改善にも寄与することを踏ま

えまして、環境改善モデル事業の成果等を踏まえて検討してはどうか。４つ目が、万博の

開催等を踏まえまして、短期的に取り組むべき施策と長期的な視点で取り組むべき施策を

分けて検討してはどうかとしております。 

 ④でございますが、民間企業とＮＰＯ等との連携についてということで、１つ目、民間

企業等の多くはＳＤＧｓ等に関心が高くて、また、万博は海に囲まれた会場で開催される

ということで、関心が海に向きやすいと考えられます。民間企業等に対しましては、論点

３と関連が深い取組につきましては様々なコベネフィット効果が期待されるということを

お伝えして、連携した取組を推進してはどうかとしております。そのほか、ベイエリアの

活性化といったような取組とうまく連携を図っていくことが有効ではないかとしておりま

す。 

 その続きに、４番目として、取り組むべき施策（案）を整理させていただいております。 

 まず、短期的な視点としてお示ししてございますが、総量削減規制に係る汚濁負荷削減

対策につきましては、現行では底層ＤＯが環境基準を下回るなど引き続き水質改善が必要

であり、答申のとおり、当面の間は現在の取組を維持する必要があるとしております。 

 次に、局所対策の推進ということで、まず１つ目が干潟等の浅場の保全・再生でござい



ます。 

 浅場が、底層が貧酸素化した場合の魚等の生物の避難場所として機能し得ることなどを

踏まえて、浅場の保全・再生を推進する必要があるとしております。 

 次に、３４ページに移りますけれども、②番目が藻場創出ということでございますが、

小型の環境改善施設を設置するなどして藻類の生息環境を改善することによりまして、水

質の改善や稚魚の生育環境の改善が期待できます。 

 その次が海底耕耘と、４番目、窪地の埋め戻しの推進につきましては、今後も継続して

いくべきではないかとしております。 

 次に、長期的な視点でございますが、総量規制に係る汚濁負荷削減対策につきましては、

国の答申を踏まえまして引き続き調査研究が必要な事項でございますとか、第１０次総量

削減に向けた課題等についても整理・検討するとしております。 

 局所対策の推進でございますが、丸の１つ目は、埋立地間水路などにおきまして、海水

の流動改善や、波や海流の力を活用した上下層の混合等によります効果の把握に努めてい

くなど、湾奥部における栄養塩類の過度な偏在の解消に向けた調査研究や対策を推進する

としております。 

 また、２つ目でございますけれども、護岸等の整備、補修・更新時には、環境配慮型構

造物を採用するよう港湾管理者に働きかけていくこととしております。 

 すいません、説明を続けまして、３５ページから論点２でございます。 

 こちらは「湾南部の栄養塩濃度の管理のあり方」の検討ということで、構成は１－１と

して、一緒でございまして、こちらもこれまでにお示しした内容を現状と課題については

整理しておりまして、１－２につきましては論点２に関連する事項につきまして整理をし

ております。一部、説明については絞って説明させていただきたいと思います。 

 その同じページの下の（２）栄養塩類の管理の手法についてというところを御覧いただ

きたいと思います。 

 主な手法を箇条書でございますがまとめてございまして、例えば施肥でありますとか海

底耕耘、次に下水処理施設の季節別管理運転などが主立ったところでございます。 

 この（３）のところが、その例の御紹介として、下水処理施設の季節別管理運転の概要

で参考にお示しをしております。 

 次に、３８ページを御覧いただきたいんですけれども、こちらは（４）で施肥技術とい

うことでの御紹介でございまして、徳島県では施肥剤の実用化に向けた技術開発が進めら



れておりまして、藻類の養殖用施肥剤を使いましてワカメで実験をされていまして、一定

の効果が示されているところでございます。 

 このページの中段の（５）につきましては、瀬戸内海の他県の取組状況ということで、

兵庫県の事例をお示ししております。兵庫県については主に播磨灘の栄養塩類濃度の低下

が見られているということで、栄養塩類濃度の水質目標値（下限値）の設定等の制度の見

直しを実施しているところでございます。 

 ４０ページを御覧いただきたいと思います。 

 こちらに（６）ということで、大阪府の湾南部における状況を整理してございます。 

 まず、①のところは湾南部全体としての水質の状況を整理してございまして、全体とい

たしましては、常時監視地点の年平均値で、窒素・りんの濃度につきましては、水産用水

基準の中で示されております「閉鎖性内湾では生物生産性の低い海域とされる基準」を上

回っているところでございますが、地点別で見ていきますと、一部全窒素で０．２ミリグ

ラム／リットルを下回る地点がございます。 

 ②の大阪府域のノリ養殖の現状と周辺の状況でございますが、現状の事業者の状況とい

うのは、前回にお示しした資料を改めてお示ししております。 

 ノリ養殖場の周辺海域につきましては図２－７にお示しをしておりまして、男里川が流

入していたり、南部水みらいセンターの処理水の流入などがございます。 

 その次に、環境農林水産総合研究所の調査結果によりますと、ノリ養殖が行われている

尾崎地区、西鳥取地区におけますＤＩＮとＤＩＰの濃度をまとめたものを、次のページの

４１ページ、図２－８にまとめてございます。 

 これにお示ししているとおり、月による変動が大きくなっている状況でございます。 

 水産用水基準上は、ノリ養殖に最低限必要な栄養塩濃度は別途定めておりまして、ＤＩ

Ｎでマイクロモル／リットルでいいますと約５～７でございまして、ＤＩＰにつきまして

は約０.２３～０.４５マイクロモル／リットルとされているところでございます。 

 それで、先ほどの図２－８を見ておりますと、その濃度自体は上回っている期間が比較

的長いのかなというところでございます。 

 ③の湾南部におけます赤潮による漁業被害につきまして、先ほどの資料から湾南部にお

いての状況を再整理してお示ししているところでございまして、平成３０年から令和２年

につきまして、湾南部においても毎年のように赤潮による漁業被害が発生していて、平成

３０年につきましては３月にも発生しているといったような状況でございます。 



 その下の段でございますが、２の論点に係る基本的な考え方（案）でございまして、こ

ちらは対象とする海域の広さによって取り組むべき施策も異なると考えております。また、

栄養塩類管理制度の対象につきましては、ノリなどの生物の生産性の確保等に支障が生じ

ている狭いエリアといった特定の海域を対象としているといったことを踏まえまして、ノ

リ養殖場周辺等の特定の海域と湾南部全体の海域で、管理のあり方を分けて整理させてい

ただいております。 

 まず、考え方の１つ目でございますが、ノリ養殖場周辺等の特定の海域における管理の

あり方につきましては、栄養塩類供給措置の効果やコスト、周辺海域への影響などを踏ま

えて検討するとしているところでございます。 

 次のページでございますが、こちらは栄養塩類供給措置には様々な手法がございまして、

それぞれの効果、コスト等を踏まえて検討する必要があること、また、湾南部の沿岸海域

で３月に赤潮による漁業被害が発生した事例もございますので、慎重に検討する必要があ

ることを踏まえております。 

 考え方の２つ目でございます。湾南部全体における管理のあり方につきましては、長期

的な視点を持って大阪湾全体の管理のあり方と一体的に検討することとしております。こ

ちらは、現時点では湾南部全体では窒素・りんの平均的な濃度が水産用水基準を上回って

いること、栄養塩の流入が湾奥部に集中していることを踏まえております。 

 ４２ページの３番に、取組に当たって留意すべき事項をまとめております。 

 ３つございまして、１つ目でございますが、特定の海域への栄養塩類供給につきまして

は、有効性や周辺への影響、コスト、実施可能性等を地域の実情に応じて検討する必要が

あるとしております。 

 ２つ目、環境省では、年度内をめどに、ガイドラインの作成や栄養塩供給措置の実施に

伴う水域の水質の変化等を簡易に予測するツールの開発を予定されております。 

 ３つ目、湾南部全体の栄養塩管理の検討に当たりましては、栄養塩の流入が湾奥部に集

中していることを踏まえまして、論点１に係る課題等と一体的に検討する必要があるので

はないかとしております。 

 それを踏まえまして、４番目の取り組むべき施策につきましては、今回の御議論を基に

次回の部会において整理させていただきたいと考えております。 

 続いて、４３ページからは、論点３として、「多様な生物を育む場の創出」の検討でござ

います。構成は論点１、論点２と同じでございます。 



 １－２の論点に関連する事項から、こちら、一部に絞って御説明させていただきます。 

 ４６ページを、すいません、御覧いただきたいんですけれども、こちら、湾奥部の港湾

地域の護岸は藻場創出に活用できるポテンシャルがございます。堺泉北港は民間企業が管

理している護岸が多くございまして、そのうち３社にヒアリングをさせていただきました

ので、その概要をおまとめしております。 

 各企業が管理している護岸につきましては、物理的には藻場創出に活用できる可能性が

あることがヒアリングにより分かりました。 

 護岸につきましては、図３－５でちょっと写真をお示ししていますとおり、傾斜護岸に

消波ブロック、テトラポットでありますとか天然石が敷き詰められているといったような

状況が多くございました。 

 各企業様ともＳＤＧｓであるとか脱炭素などには関心が高くございまして、一部、ブル

ーカーボンであるとか生物多様性の保全にも関心の高い企業がございました。 

 すいません、資料はちょっと飛びまして、５０ページを御覧いただきたいんですけれど

も、生物多様性の保全につきまして御覧いただきたいと思います。 

 ①のところですけれども、Ｇ７、自然協約とＯＥＣＭについてということで、６月のＧ

７サミットで採択されました「Ｇ７ ２０３０年自然協約」では、２０３０年までに陸地

及び海洋の少なくとも３０％を保全または保護することということが盛り込まれておりま

す。ＯＥＣＭの活用が重要とされておりまして、現在、環境省の検討会におきまして海域

におけるＯＥＣＭが検討されているところでございます。 

 その下が、②ということで、生物多様性の観点から重要度の高い海域についてというと

ころでございます。 

 大阪湾、その周辺の関係では４海域が指定されてございまして、その次のページの頭に

図３－９で御覧いただきますと、広範囲にわたって対象になっているということを御紹介

させていただいております。 

 次に、この辺りをちょっと飛ばしまして、すいません、５６ページを御覧ください。 

 論点に係る基本的な考え方（案）を３つ整理させていただいております。１つ目が、水

質改善等のコベネフィット効果を十分に踏まえて取組を推進するとしております。２つ目、

民間企業、ＮＰＯと連携した取組を推進するとしております。３つ目、２０２５大阪・関

西万博を契機として取組を加速化することとしております。 

 取組に当たって留意すべき事項の主なものを御説明させていただきます。 



 １つ目、この本論点は論点１を踏まえて検討する必要があるとしております。４つ目で

ございますけども、生き物にとって貧酸素等の厳しい水質になったときに逃げ場となる場

所を確保するなどの検討が必要ではないかとしております。５つ目ですけれども、船舶の

着岸に利用されていない護岸があり、護岸に藻類の着生等に寄与するパネルなどを設置す

るなど、藻場等の創出に活用できるポテンシャルがあり、取組を進めるべきではないか。

６つ目でございますけれども、民間企業がＳＤＧｓの達成に向けた取組を進めるとともに、

今後、海域のＯＥＣＭの取組も必要となることから、民間企業等と連携した取組を意識す

べきではないかということです。５７ページ、最後の項目ですけども、万博の場で上記に

示した取組の成果が発信できるように促進するべきではないかとしております。 

 最後、取り組むべき施策、４番目につきましては、今回の御議論を基に次回の部会にお

いて整理させていただきたいと考えております。 

 次回の部会では、今回の御議論を踏まえまして、各論点につきまして取り組む施策（案）

を提示させていただいて、それを踏まえて部会報告の素案についてもお示しをして御議論

いただきたいと考えております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

【岸本部会長】  御説明ありがとうございます。 

 それでは、全部で論点３つ、それぞれについて情報や検討事項の案をまとめていただい

ておりますけれども、どの部分からでも結構でございますので、委員の皆様のほうから御

質問、御意見等はいかがでしょうか。どうぞ、原田委員。 

【原田委員】  原田です。 

 ちょっとしょうもないことなんですけど、５６ページの考え方の３のところでちょっと

気になったんですが、「取組みを加速化する」と。加速することを加速化というんじゃない

かなと。「する」をつけるんだったら加速するじゃないかなと思いますので、ちょっと細か

いことですが。 

 それから、以前私から御提案させていただいた、海と川を行き来する生物に配慮した取

組を検討するということを加えていただいて、ありがとうございます。 

 それで、もう１点、港湾施設の管理のあり方というのに留意すべきかなと。といいます

のが、港湾施設、いろいろ海外から物資なんかが入ってきたりとかして、そこからいわゆ

る外来生物が繁殖して、拡散してということが、ヒアリなんかがよく取り上げられますけ

れども、今、神戸港なんかで兵庫県さんなんかもその辺りの対策を着手、一部されたりも



していると思うんですけども、生物多様性を高めることはすごく大事なんですけど、一方

で入ってきてもらったら困る生き物というのもあるわけでして、それが日本の場合は特に

周りを海に囲まれているということで、港湾施設が１つの発生源といいますか、拡散の拠

点になっている現状がありますので、そういうことを管理の強化といいますか、加えてい

ただけたらいいかなというふうに感じました。 

 以上です。 

【岸本部会長】  ありがとうございます。 

 事務局のほうから何か補足等はございますでしょうか。 

【事務局（田渕補佐）】  ヒアリ等につきましては本府の自然環境担当部局で対策を推進

しておりますので、その辺もリサーチして、今回は大阪湾の海域のあり方ということで、

どういう形で書き込めるかは検討いたしますけども、とにかく状況を整理してお示しした

いと思います。ありがとうございます。 

【岸本部会長】  大阪湾ということでいうと、例えば船のバラスト水とかの問題が大体

出てくるんですね。なので、そういう意味では、そういったところもちょっと言及があっ

たほうがいいかもしれないなと個人的には私も思いました。単なるコメントです。 

 益田委員、どうぞ。マイクをオンにしてください。 

【益田委員】  申し訳ありません。 

 私もその点に関してちょっと言いたいんですけど、今回は環境保全ということなので、

本来いるべき生物についての調査をなされてきていたんですけども、やっぱりどうすれば

よりよい環境を保てるかという観点から外来種についても少し調べていただいて、特に深

刻な影響を及ぼしかねないような外来種については少し情報をいただけるといいかなとい

うふうにちょっと思いました。 

【岸本部会長】  事務局のほうから補足等はいかがでしょうか。 

【事務局（田渕補佐）】  ありがとうございます。 

 環境農林水産総合研究所におきまして、海の中でどういった外来生物が見られるかとい

うのを整理されているということも聞いているので、改めてお示しさせていただきます。

現状では直ちに大きな影響が心配される生物はいないと聞いていますけども、今後そうい

うものが入って来る可能性は十分にありますので、今回の資料でも５６ページのところで、

下から２つ目のポツで、外来生物が多様な生物を育む場の創出に与える影響についても留

意すべきではないかということで書かせていただいております。またちょっと情報を整理



いたします。 

【岸本部会長】  ありがとうございます。 

 そのほか、委員の皆様のほうからいかがでしょうか。どうぞ、島田委員。 

【島田委員】  島田です。御説明ありがとうございます。 

 論点１の３３ページで、論点３の取組が水質改善に寄与すること、民間企業とかＮＰＯ

との連携の必要性を、留意すべき事項に追加していただいてありがとうございます。これ

はとても大切なことだと思います。 

 先ほど、論点３で、民間企業のヒアリングの結果をお示ししていただいていたのですが、

企業がＳＤＧｓ、脱炭素、カーボンニュートラル、ブルーカーボン、生物多様性の保全に

大変関心が高いということですが、これらは世界各国で言われて、いろんなキャンペーン

が張られていることから、企業としても参加しないといけないとの判断で取り組もうとさ

れているのだと思います。一方、それに比べて論点のテーマは大変地味で、大阪湾のノリ

の養殖への影響、湾奥部における局所的な問題、水質監視と排出削減の制度、あと、下水

道整備の話で、企業がこれらに取り組もうという目を向けられていません。しかし、様々

な地球規模の環境問題の解決を目指す取組が、実は、論点１の湾奥部の水質改善課題にも

プラスになり、問題解決に貢献できるということを、こちらの環境部局、大阪府として企

業にわかってもらう努力、つまり、論点１と論点３がどう絡んでいるのかというところを

もう少しクリアにして、企業が論点１とも連携すれば、さらにメリットを得られることを

わかってもらえれば、企業の方も連携しないということにはならないと思います。 

 大阪湾の水質の問題が、実は、生物多様性の問題、カーボンニュートラルの取組にかか

わっていること、ベイエリアの開発でも利益を得ることにプラスアルファとして大阪湾の

水質改善という社会貢献になるんだという、そういう情報が、企業にあまり提供や共有が

されていないとと思います。ですので、このように“あり方”として、今後、資料として

まとめ示されることで論点１と論点３を包括的な視点で、企業の方の環境貢献活動と利益

を求める本来の企業活動とを絡めて、府の取組と一緒にやっていくことを可能にするよう

な情報提供にもなるといいのではないかと思います。コメントです。よろしくお願いしま

す。 

 カーボンニュートラルなどの取組は、公害の問題が発生して以来、国や地方自治体が努

力して環境の質をずっと維持している土台があっての話ですので、そこが忘れられないよ

うにという意味でも、論点１のところ、33ページの④に民間企業やNGOと連携してやってい



くビジョンを書いていただけてよかったなと思います。 

【岸本部会長】  事務局から補足か何かございますでしょうか。 

【事務局（池田（俊）総括）】  島田先生、すいません、ありがとうございます。 

 私どものこれからの伝え方といいますか、やはり今までも企業様には水質保全に御協力

いただいたというところもありますけれども、今後いろいろなやはり効果、コベネフィッ

ト効果がありますよという、私どもがうまくＰＲをして、企業様としても動きやすいよう

に、こういった資料にももちろん整理はしていきますし、企業様に対しても、企業様がそ

れだったらやってみようかなと動いてもらえるような形で様々な効果などもＰＲさせてい

ただいて、民間企業とかＮＰＯとも連携を進めていきたいと考えております。どうもあり

がとうございました。 

【島田委員】  ありがとうございました。 

 加えて、その企業と連携する大阪府の他の部局の方たちとも情報共有したほうがいいと

思います。先ほどの下水道整備部局からのあり方議論の話もそうですが、やはり皆さんそ

れぞれよくしようと思って動いておられるのですが、お互いに情報共有することで、もっ

と適切で無駄のない施策が推進していけると思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

【岸本部会長】  それでは、原田委員、よろしくお願いします。 

【原田委員】  原田です。 

 今の島田先生の御指摘は本当に私もそのとおりだなと思うんですが、それに加えて、や

っぱり府民の皆さんへのいかに情報を伝えていただくかということが大事かなと思います。 

 例えば今、以前と違ってＳＮＳなんかを使って簡単なアンケート形式だったり、場合に

よってはクイズ形式のような形でアンケート的なことをしたりもできますので、定期的に

府民の皆さんに、せっかくいい取組をたくさんしていただいているので、広報も兼ねたア

ンケートといいますか、そういったことを定期的にやって、ある種、それを効果の検証に

加えていくことが大事かなと思いましたので、またぜひそういうことも御検討いただけた

らと思います。 

 以上です。 

【岸本部会長】  ありがとうございます。 

 それじゃ、惣田委員、よろしくお願いします。 

【惣田委員】  惣田です。 



 ２点教えてください。 

 １点目は、先ほどの質問があった３３ページ、３４ページです。取り組むべき施策の短

期的な視点の中に、局所的な対策の推進として干潟等浅場の保全・再生と藻場の創出があ

ります。もちろん干潟・藻場の創出というのは数十年単位ですが、短期的とは、例えば「豊

かな大阪湾」環境改善モデル事業のような、単年度もしくは数年度のものをサポートして

いく意味合いですか。 

【事務局（田渕補佐）】  ありがとうございます。 

 ちょっと私ども、うまく表現し切れていないかもしれないんですけども、おっしゃると

おり結構時間がかかる事業、干潟とか藻場の創出というのは時間をかけてやるべきもので

ございます。その中で、とはいえ短期的というか、今できることは今やっていこうという

か、まずはモデル事業のようなところからスタートして着手していくと、そういう意味で

短期的ということにしております。全体としては長期的な視点が必要かと思っているので、

表現について、工夫させていただきたいと思います。 

【惣田委員】  ありがとうございます。 

 ２点目、４１ページになります。ノリの養殖場周辺のＤＩＮとＤＩＰの濃度を図２－８

で見せていただきました。表２－２で湾南部における赤潮の漁業被害のデータも見せてい

ただきました。ノリの養殖は、このデータのように、１１、１２月頃が収穫期ですよね。

今回お示しのデータだと、ここ数年は赤潮の漁業被害はその時期になかったということで

すよね。春先の水質はノリ養殖場にはあまり影響を及ぼさないという考え方でよいですか。 

【事務局（田渕補佐）】  ノリの養殖については、ちょうど今頃から収穫が始まっている

というふうに聞いていまして、恐らく１月とか２月ぐらいまでに終わるのかなと思ってお

ります。なので、その期間では、３月２日というのがちょっとその辺、重なるかどうかと

いうのはまた確認したいと思いますけど、ちょっとこの辺り、研究所の中嶋さんから補足

いただけたらありがたいです。 

【大阪府立環境農林水産総合研究所（中嶋氏）】  よろしいですか。 

【岸本部会長】  どうぞ。 

【大阪府立環境農林水産総合研究所（中嶋氏）】  ちょっと聞こえにくかったんですけど、

ノリの養殖時期と赤潮の関係でしょうか。 

【惣田委員】  ノリの養殖時期は秋から冬ですが、春頃の水質はそんなに影響しないと

考えてよいですか。 



【大阪府立環境農林水産総合研究所（中嶋氏）】  ノリの漁期が大体１２月ぐらいから３

月ぐらいまで穫れるんですけれども、その時期に珪藻という無害な赤潮が発生しますとノ

リの養殖には影響します。栄養塩の低下という意味で影響します。 

【惣田委員】  分かりました。その辺がノリの養殖のハイシーズンですね。 

【大阪府立環境農林水産総合研究所（中嶋氏）】  そうですね。 

【惣田委員】  今回お示しいただいたデータだと、赤潮が出た時とは被ってないですよ

ね。ありがとうございます。 

【岸本部会長】  ありがとうございます。 

 惣田委員の質問の中で、私もちょっと気になったんですけど、今の中嶋さんの御説明だ

と１１月から２月、３月あたりがノリの収穫期だというふうなお話だったように聞こえた

んですが、その前に当然ノリが増殖する、増えていく時期があると思うんです。その増殖

期というのは別に、いわゆる惣田先生が言われていたように春だとか夏頃の水質の影響を

受けたりするのかなと思ったりもしたんですが、そういうことではないという理解でよろ

しいですか。 

【大阪府立環境農林水産総合研究所（中嶋氏）】  申し上げます。春、夏ですね、種苗、

種の段階で陸上、部屋の中で持っておりまして、それを秋になりましたら種苗を作りまし

て、冬に沖出しにするんです。なので、夏の水質の影響は受けないです。 

【岸本部会長】  なるほど、分かりました。ありがとうございました。 

 そのほか、皆様のほうからいかがでしょうか。 

【事務局（田渕補佐）】  ちょっと今の関係で事務局から補足させていただきます。 

【岸本部会長】  どうぞ、お願いします。 

【事務局（田渕補佐）】  表２－２なんですけど、こちらは漁業被害をもたらした赤潮だ

けを整理していますので、先ほど中嶋さんからお話があった無害な珪藻の赤潮とかはここ

に入れていないので、またそこは整理したいと思います。 

【岸本部会長】  分かりました。ありがとうございます。 

 そのほか、委員の皆様のほうからいかがでしょうか。大体よろしいですかね。 

 基本的には３つの論点がありまして、基本的な考え方の案というのをそれぞれの論点の

検討事項の最後のところに添付いただいておりますけども、特に基本的な考え方の案とい

うところが、次回以降、この部会報告案としてまとめていく内容のベースになってくる部

分になりますので、特にその辺りの部分が重要かなと思いますが。よろしいですかね。 



 ちょうど１つ目の論点のところとかでも、長期的な視点で、総量規制に係る汚濁負荷削

減対策云々というところも今後検討していこうということで、今回、下水道部局からあの

ような情報提供もいただいていますので、そういったことも踏まえながら、さすがに近々

でそれを反映させるというのはなかなか難しいものもございますけれども、やはり許容負

荷量とかそういったものとかを見ながら、最終的にどういうふうにやるのかはちょっと考

えなくてはいけませんけれども、どのようにやっていくかというところも含めて、長期的

な視点ということで課題としてきちんと盛り込んでいただいておりますので、その辺りも

含めながら、次回のこの部会において報告案という形でまとめていきたいと思いますが、

皆様のほうからよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、今日、委員の皆様からいただいた御意見等を踏まえて、最終的な部会報告の

素案を事務局のほうで御作成いただきますようによろしくお願いいたします。 

 予定していた議題は以上ですが、その他の議題というのは何かございますでしょうか。 

【事務局（田渕補佐）】  特にございませんけど、次回の部会につきましては３月２５日

を予定しております。年度末で大変お忙しいとは存じますけども、どうぞよろしくお願い

いたします。 

【岸本部会長】  ということで、３月２５日ということでございます。年度末の本当に

際ということでございますけれども、御予定のほどよろしくお願いいたします。 

 特にほか、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、ほかにないようですので、本日の議事をこれにて終了とさせていただきたい

と思います。委員の皆様におかれましては、円滑な審議に御協力いただきましてありがと

うございました。 

 それでは、進行を事務局のほうにお返ししたいと思います。 

【事務局（田渕補佐）】  本日も長時間にわたりまして熱心に御審議いただきまして、ど

うもありがとうございました。 

 閉会に当たりまして、環境管理室長の小林から一言御挨拶を申し上げます。 

【事務局（小林室長）】  環境管理室長の小林でございます。 

 委員の皆様方におかれましては、長時間にわたり熱心に御議論いただきまして、また、

施策の推進にいろんな御意見、御示唆を賜りまして、ありがとうございました。 



 公共用水域及び地下水の水質測定計画につきましては、本日、答申という形でまとめて

いただきましてありがとうございます。それを踏まえまして適切な常時監視を行っていき

たいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 また、今後の大阪湾における環境の保全・再生・創出のあり方につきましては、本日御

審議いただきましたいろんな御意見も踏まえまして、次回の部会に部会報告の素案として

お示しできるよう準備を進めてまいります。 

 引き続き、委員の皆様には専門的な知見から検討を賜りたいというふうに存じますので、

よろしくお願いをいたします。本日は誠にありがとうございました。 

【岸本部会長】  ありがとうございました。 

【事務局（田渕補佐）】  ありがとうございました。 

（午前１１時５７分 閉会） 


